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第4章 自転車を取り巻く環境変化 
 

国の動向 

 
1)自転車に関連する各種法令等の創設・改正 

健康増進や環境保全への意識の高まり，さらにはコンパクトシティに向けたまちづくり等を支える
移動手段として，自転車利用のニーズが近年一段と高まっています。 

自転車が身近で快適・安全な移動手段としての役割を担えるよう，自転車に関連する各種法令等の
創出・改正が行われています。 

 
自転車に関連する各種法令等の創設・改正の概要 

法令 創設・改正時期 創設・改正におけるポイント 

安全で快適な 
自転車利用環境 
創出ガイドライン 

H28.7（改正） ・段階的な計画策定方法の導入 
・暫定形態の積極的な活用 
・路面表示の仕様の標準化 等 

自転車活用推進法 H29.5（創設） ・自転車の IoT 化の促進 
・サイクルツーリズムの推進 
・自転車の点検整備を促進するための広報啓発等の促進 
・災害時における自転車の活用の推進 

道路構造令 H31.4（改正） ・「自転車通行帯」を新たに規定 
・自転車道の設置要件の追加 

道路交通法 R2.6（改正） ・自転車利用時の信号無視や飲酒運転などの危険行為に対
する厳罰化 
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①安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン 
平成 24 年に国土交通省道路局と警察庁交通局により策定された「安全で快適な自転車利用環境創

出ガイドライン」では，「自転車は『車両』であり，車道通行が大原則」であることを国内ではじめ
て明確化したうえで，面的な自転車ネットワーク計画の作成方法や，自転車通行空間設計の考え方等
について提示されています。 

このガイドラインでは，整備形態として，「自転車道」「自転車専用通行帯」「車道混在（矢羽根型
路面表示）」の 3 つの整備形態を提示しています。 

 
自転車通行空間の基本的な整備形態 

 

出典:安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン（平成 28 年 7 月 国土交通省道路局・警察庁交通局） 
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このガイドラインの策定前に整備された自転車走行空間は，歩道側で確保（自転車歩行者道）され
ている事例が全国的に多く存在します。 

 

 

自転車歩行者道の事例（宇都宮市いちょう通り） 

 
このガイドラインにおいては，これまでに整備された自転車歩行者道の形態は暫定的なものと位置

づけてありました。平成 28 年度の改定において，自転車ネットワークに位置付けた路線では，自転
車歩行者道に依存しないこととしています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典:安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン（平成 28 年 7 月 国土交通省道路局・警察庁交通局） 
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②自転車活用推進法 
自転車を「身近な交通手段」として活用することにより，環境への負荷の低減，災害時における交

通の機能の維持，国民の健康の増進等を図ることが重要な課題であることを鑑み，自転車の活用を総
合的かつ計画的に推進することを目的として，自転車活用推進法が平成29年 5月に施行されました。 

また，自転車活用推進法の目的に則り，自転車活用推進計画が平成 30 年 6 月に策定されました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典:自転車活用推進法（国土交通省 HP） 
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③道路構造令 
道路構造令の一部が平成 31 年 4 月に改正され，自転車を安全かつ円滑に通行させるため「自転車

通行帯」に関する規定を新たに設けられました。これにより，新たに整備する道路において「自転車
通行帯」の設置の推進を図ることを目的としています。 

本来，自転車専用の通行空間を確保する必要があるにもかかわらず，必要幅員を確保できない等の
事情により整備できていない状況が多数生じていることや，自転車専用通行帯の設置によって自転車
関連の交通事故件数の減少や道路利用者の不安感の低減等の効果が確認されていることが，改正の背
景として挙げられています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典:自転車利用環境の整備（国土交通省 HP） 
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④道路交通法 
自転車利用時の信号無視や飲酒運転などの危険運転の厳罰化を定めた「改正道路交通法」が令和 2

年 6 月から施行されており，自転車についてもクルマと同じように厳しい罰則を科すことが明示さ
れています。一例として，ほかの車両を妨害する目的で，執拗にベルを鳴らすなどが，新たに危険行
為と規定されました。 

 

 

出典:警察庁広報資料 

自転車の危険行為の啓発パンフレット 
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2)自転車活用推進計画の策定 
自転車活用推進法の目的に則って平成 30 年 6 月に策定された自転車活用推進計画では，以下の 4

つの目標を掲げ実施に取り組むこととしています。 
 

・自転車交通の役割拡大による良好な都市環境の形成 
・サイクルスポーツの振興等による活力ある健康⾧寿社会の実現 
・サイクルツーリズムの推進による観光立国の実現 
・自転車事故のない安全で安心な社会の実現 

 
また，これに併せて平成 30 年 8 月には「地方版自転車活用推進計画 策定の手引き（案）」が国土

交通省 自転車活用推進本部によって示されています。本手引きでは，国の推進計画の目標達成に向
けて検討が必要な事項として 18 の施策を提示しています。 

 

 

出典:国土交通省 HP 
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【指標】自転車活用推進計画を策定した地方公共団体数 
［実績値 0 団体(2017 年度) → 目標値 200 団体(2020 年度)］ 

【指標】都市部における歩行者と分離された自転車ネットワーク概成市町村数 
［実績値 1 市町村(2016 年度) → 目標値 10 市町村(2020 年度)］ 

【指標】サイクルポートの設置数 
［実績値 852 箇所(2016 年度) → 目標値 1,700 箇所(2020 年度)］ 

【指標】通勤目的の自転車分担率  
［実績値 15.2％(2015 年度) → 目標値 16.4％(2020 年度)］ 

【指標】先進的なサイクリング環境の整備を目指すモデルルートの数 
［実績値 0 ルート(2017 年度) → 目標値 40 ルート(2020 年度)］ 

【指標】自転車の安全基準に係るマークの普及率 
［実績値 29.2%(2016 年度) → 目標値 40%(2020 年度)］ 

【指標】自転車乗用中の交通事故死者数 
［実績値 480 人(2017 年度) 

→ 目標値 第 10 次交通安全基本計画の計画期間に，自転車乗用中の死者数につい 
て，道路交通事故死者数全体の減少割合以上の割合で減少させることを目指す。
(2020 年度)］ 

【指標】自転車技士の資格取得者数 
［実績値 80,185 人(2017 年度) → 目標値 84,500 人(2020 年度)］ 

【指標】交通安全について指導している学校の割合 
［実績値 99.6%(2015 年度) → 目標値 100%(2019 年度)］ 
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3)「東京 2020 オリンピック」を契機としたサイクルスポーツへの興味・関心の高まり 
東京 2020 オリンピックでは，新たに BMX のフリースタイル競技等が新たに種目に採用されまし

た。これにより，新たなサイクルスポーツへの興味・関心が期待できます。 
 

 
出典:東京 2020 オリンピック HP 

BMX フリースタイル 

 

 
＜参考＞新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」における自転車のあり方 
令和２年１月以降の世界的な新型コロナウイルス感染拡大をうけ，「三つの密」を回避しながら，

感染拡大防止と経済社会活動の両立を図る新しいまちづくりの必要性が高まっています。この対応の
ためには，ニューノーマルに対応した機能確保が必要不可欠であり，自転車の利便性を高めることは，
「新しいまちづくり」を支える有用な移動手段としての働きが期待されています。 

通勤・通学時の電車等の公共交通の利用を避ける動きがあります。そして，代替となる移動手段と
して，自転車利用のニーズが高まっています。 

 

  

出典:新型コロナ危機を契機としたまちづくりの方向性の検討について（国土交通省） 

新型コロナ危機を契機としたまちづくりの方向性（概要） 
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県の動向 
 

1)栃木県自転車活用推進計画の策定 
栃木県は令和 2 年 3 月に「栃木県自転車活用推進計画」を策定し，「自転車施策の総合的・計画的

な推進による「自転車先進県とちぎ」のさらなる発展」を目指すこととしています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典:栃木県自転車活用推進計画（令和 2 年 3 月） 

 
【成果指標】 

・歩行者と分離された自転車通行空間の整備延⾧（県管理道路） 
    現状[2018 年度] 53km ⇒ 目標値[2020 年度] 55km 
・自転車の交通手段分担率（通勤・通学時） 
    現状[2010 年度] 11.8% ⇒ 目標値[2020 年度] 現状の水準より上昇 
・本県成人の週１日以上のスポーツ活動実施率 
    現状[2019 年度] 51.9％ ⇒ 目標値[2020 年度] 現状の水準を維持 
・観光客入込数 
    現状[2018 年度] 9,544 万人 ⇒ 目標値[2020 年度] 9,700 万人 
・モデルルート 
    現状[2019 年度] なし ⇒ 目標値[2025 年度] 県内全域に拡大 
・自転車が関係する交通事故の件数 
    現状[2019 年] 1,059 件 ⇒ 目標値[2025 年] 800 件以下  
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2)自転車の多様性の拡大 
栃木県では令和元年12月より，タンデム自転車（ペダルが縦列に取り付けられた二人乗り自転車。

後方に乗る人はハンドル操作が不要なため，視覚障がい等ハンディキャップのある方でも乗車が可能）
の公道走行が解禁されました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典:栃木県警察本部 
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本市の動向 

 
1)新たな公共交通「LRT」の開通 

本市の推進する NCC の実現に重要な役割を果たす新たな公共交通として，LRT の開通が予定され
ています。 

運行ルートは，JR 宇都宮駅東口から芳賀・高根沢工業団地までの約 15km で，テクノポリス地区
のような人口増加地域や清原工業団地，JR 宇都宮駅やベルモールといった地域の主要拠点を繋いで
います。また，JR 宇都宮駅西方面への延伸も検討しています。 

 
出典:LRT 公式 HP「MOVE NEXT うつのみや」 

芳賀・宇都宮 LRT の運行ルート 
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主な 5 ヵ所の停留場付近にはバスや車，自転車などとの乗り換えが可能なトランジットセンター
が設けられます。トランジットセンターをはじめとする停留場付近に駐輪場が整備されることにより，
LRT と自転車のスムーズな乗り換えが可能となります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典:LRT 公式 HP「MOVE NEXT うつのみや」 

LRT 停留場（トランジットセンター）のイメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典:LRT 公式 HP「MOVE NEXT うつのみや」 

LRT と他の交通手段との連携のイメージ 
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2)健康ポイント事業の開始 
一人でも多くの市民が積極的に健康づくりに取り組むきっかけをつくり，「健康寿命の延伸」を図

ることを目的として，本市では健康ポイント事業が平成 30 年 4 月から行われています。 
18 歳以上の市民を対象に，運動や健診の受診などの健康づくり活動に対してポイントを付与し，

貯まったポイントに応じて協賛企業提供物品等を提供しています。 
ポイント付与の対象となる活動は以下の 4 つです。 
 

① 日常の運動:「歩く」，「自転車に乗る」 
② 運動の継続:「個人目標の達成」，「１週間の目標活動量の達成」，  

「日々の取組課題の達成」，「イベント参加」 
③ 健康管理  :「体重の計測」，「健診の受診」 
④ 活動の成果:「体重の適正化」 

 
 
 
 
 
 
 

出典:うつのみや健康ポイント 

徒歩と自転車利用によるポイント付与のイメージ 

活動量は，徒歩では歩数・距離・速さを，自転車では距離と速さを元に算出された「METs-h」という単位を使用 

 

 

自転車を取り巻く環境変化からみた課題 
 

自転車を取り巻く環境変化からみた課題は以下の通りです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●利便性・安全性の向上，健康増進・観光振興，新たな視点への対応が必要です。 

・身近な交通手段としての利便性・安全性の向上 

・自転車を活用した健康増進・観光振興 

・新たな視点への対応（自転車の IoT 化，サイクルツーリズム等） 

「自転車を取り巻く環境変化」からみた課題 


